
瀬戸内市監査委員公表第5号 

 

 

令和6年度定期監査及び行政監査結果報告に基づく措置状況の公表について 

 

 

令和6年度定期監査及び行政監査結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として
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所管部署 措置状況

指
摘
事
項

同課が契約を行うにあたり、予算の定めが
ないにもかかわらず契約書に自動更新条項
を設けていたことは法令に違反しており、
予算の執行等が適正でないと認められる。

こども・
健康部
健康づくり
推進課

自動更新条項を削除し契約を行った。

指
摘
事
項

条例及び基本協定書で提出しなければなら
ないとされている報告書の提出がなされて
いないことは、条例等に違反していると認
められる。

福祉部
いきいき
長寿課

報告がされていなかった業務につい
て、様式を整えて各団体に周知し、次
のとおり報告書が提出された。
・条例に謳われている管理業務の実施
状況事業報告書（毎年度）・・・R6年
度分から提出
・基本協定書に記載のある管理業務の
実施状況報告書（毎月）・・・R7.3月
分から提出

指
導
事
項

交付した補助金が目的に沿って効率的に執
行されているか否かを確認しておらず、そ
の予算の執行にあたり最少の経費で最大の
効果を挙げるようにしなければならないと
されているにもかかわらず、交付した補助
金の使途や余剰の発生について確認がなさ
れていないことは、補助金の効率性及び有
効性の観点から、是正する必要があると認
められる。

福祉部
福祉課

交付した補助金の使途や余剰の発生に
ついて確認を行い、かつ、余剰があっ
た場合は返還するように協議を行いま
した。

指
摘
事
項

補助事業等に着手したとき、及び当該補助
事業等が完了したときに直ちに提出するこ
ととされている着手届等を徴していないこ
とは、規則に違反していると認められる。

教育委員会
社会教育課

令和6年度補助事業実績報告から是正対
応を実施済。

総務部
危機管理課

令和6年12月に消耗品の棚卸を行い消耗
品出納簿を整備しました。

環境部
生活環境課

令和6年度に消耗品出納簿を更新し、管
理を行うよう措置を講じました。

環境部
長船衛生セ
ンター

令和6年度に消耗品出納簿を更新し、管
理を行うよう措置を講じました。

消防本部 出納簿を作成した。

総務部
危機管理課

保存期間を見直すことを確認し保存期
間を設定しました。

総合政策部
企画振興課

保存期間を8年に改めました。

市民部
税務課

適格請求書等の写しの保存期間を、法
令に定められた保存期間とした。

環境部
長船衛生セ
ンター

法令に基づき、電子媒体及び紙ベース
ともにファイリングを行うなど保管す
るよう措置を講じました。

消耗品の保管にあたり、備えなければなら
ないとされる出納簿を備えていないこと、
また、出納簿は作成されているものの適切
に記載していないことは、規則に違反して
いると認められる。

監査結果

指
摘
事
項

適格請求書等の写しの保存期間を、法令に
定められた保存期間に満たない期間として
いることは、将来、法令に違反する恐れが
あることから、適正な保存期間とする必要
があると認められる。

指
導
事
項



所管部署 措置状況監査結果

こども・
健康部
健康づくり
推進課

適格請求書等の写しの保存期間を、そ
の交付した日の属する課税期間の末日
の翌日から 2 月を経過した日から 7
年間保存とした。

産業建設部
産業振興課

適正な保存期間としている。

上下水道部
上水道業務
課

令和7年3月に適格請求書等の写しを含
む領収書控の保存年限を「7年」から
「10年」に改め、適格請求書等保存方
式が開始された令和5年10月1日以降の
領収書控について、保存年限を「10
年」として管理しています。

上下水道部
下水道課

令和7年3月に適格請求書等の写しを含
む領収書控の保存年限を「7年」から
「10年」に改め、適格請求書等保存方
式が開始された令和5年10月1日以降の
領収書控について、保存年限を「10
年」として管理しています。

消防本部 7年3ヶ月とした。

指
導
事
項

非常時に優先すべき業務の実施が可能とな
るよう、瀬戸内市業務継続計画において作
成を検討することとされている業務マニュ
アルについて、整備を検討していく必要が
あると認められる。

消防本部

災害により受援が必要となった場合の
業務マニュアルについて、瀬戸内市緊
急消防援助隊受援計画の策定は平成29
年3月に策定済。その後、令和3年3月に
瀬戸内市消防本部受援計画により詳細
な内容に変更し現在に至る。
災害時の協定を締結
①岡山県下消防相互応援協定　平成20
年4月1日
②岡山県と県内市町村等との消防広域
応援協定　平成31年3月20日協定を締結
③緊急消防援助隊が設立　平成16年4月
1日

適格請求書等の写しの保存期間を、法令に
定められた保存期間に満たない期間として
いることは、将来、法令に違反する恐れが
あることから、適正な保存期間とする必要
があると認められる。

指
導
事
項


